
【Ｒ４新規】 妊婦・子育て世帯の優先マーク
北海道保健福祉部子ども子育て支援課2022年10月現在

〇事業概要
妊娠の中の方や子育て世帯が安心して外出できるよう、道内の公共施設や民間商業施設などに優先マークを掲示し、様々

なサービスを提供することで、子育て環境の整備を図る。
≪参考：これまでの取組≫
・2006～ どさんこ・子育て特典制度 （協賛店舗でカードを提示することで割引サービス等が受けられる制度）
・2011～赤ちゃんのほっとステーション （授乳・おむつ交換施設の普及等を目的として道が施設登録等を実施する制度）

⇒・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽによる外出頻
度への影響

減少 84.4％
増加 0.3％

・外出手段として最も多いもの ⇒ 自家用車 69％
徒歩（ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ等）24％

・外出先の設備で不便に感じ
ること ⇒ 駐車場が狭い 27％

授乳・おむつ替え 17％

・優先マークの必要性 ⇒
必要 77％
不要 3％

・優先ﾏｰｸの設置希望箇所 ⇒ 駐車場 59％ ﾄｲﾚ 24％
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 7％ ﾀｸｼｰ 1％

※道内子育て支援拠点の利用者736名の回答結果

◇子育て世帯の外出に関するアンケート（概要）
〇対象となる方
・妊娠中の方がいる世帯
・ﾍﾞﾋﾞｰｶｰやﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ等の利用が必要となる概ね3歳未満の
乳幼児とともに外出する世帯

〇優先ﾏｰｸの掲示により提供されるｻｰﾋﾞｽの例
・公共施設・民間商業施設等の駐車場への優先ｽﾍﾟｰｽの設置
・離乳食等の電子レンジ等での温めｻｰﾋﾞｽ
・会計時に行列ができている場合の優先案内
・補助便座・ｵﾑﾂ交換台等のﾄｲﾚ等への設置
・緊急時対応（特に妊婦）の研修を受講したﾀｸｼｰ車両への掲示

特典ｶｰﾄﾞ 登録ｽﾃｯｶｰ

〇７月～８月
・取扱要綱の整理
・公募条件の整理

※公募条件は受託者(広告代
理店)のﾃﾞｻﾞｲﾅｰ等とも協議
の上、決定。

〇９月～１１月
・応募受付の開始
・公募審査会の設置
・公募審査委員の決定

※公募はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・専門誌等を活用
※審査委員は行政3名・外部有識者
4名を想定。

〇１２月～（翌年）１月
・公募審査会の開催
・道民投票の開催
・優先マークの最終決定
・商標登録等の実施
※優先ﾏｰｸは審査会の意見を踏まえ、
一定数に厳選の上、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活
用した道民投票により最終決定。

※最終応募者に記念品を贈呈予定。

〇（翌年）２月～３月
・優先マークの公表
・広告等の実施
・道内関係機関への説明

※公表は商標登録後に実施予定
（弁理士等に登録を依頼）。
※決定後は、新聞広告のほか、
SNSその他ﾒﾃﾞｨｱを活用し広報。

今後のスケジュール（予定）


